
日 10,000円以上 4,000円以上 4,000円未満 日 10,000円以上 4,000円以上 4,000円未満

1 　 3 　 17 1 　
2 　 7 1 18 13 2 　
3 3 6 19 1 　
4 5 　 20 10 6 1 　
5 8 1 21 10 8 1 2 　
6 1 5 1 22 5 　 1 　
7 6 23 　 3 1 　
8 2 24 1 　 　
9 7 25 2 　 　
10 8 1 2 26 4 2 　
11 11 8 3 27 5 3 　
12 9 　 28 4 1
13 　 3 　 29 15 　 1 3
14 5 5 1 30 　 1
15 15 3 2 31 1 　
16 　 　 合

計 150 50 20 20 0 0

帳簿　記入例

記入例

入湯税　特別徴収義務者【　　株式会社　ホテル●●　　】　　○　月分帳簿

（２）温泉の廃止等経営申告内容に変更が生じた場合は、入湯税特別徴収義務者経営申告書を提出し
てください。

（３）その他ご不明の点がありましたら、税務課までお問合せください。

下田市役所　税務課　市民税係

電話　０５５８－２２－２２１８　                  

宿泊・飲食料金 宿泊・飲食料金

屋号・商号と月数を
記入してください。

（１）この帳簿は下田市税賦課徴収条例第150条の帳簿の記載義務に該当するものであり、毎日の入湯
客数を帳簿に記載し、記載した帳簿を記載日から１年間保存してください。　　　　　　

12歳未満 修学旅行
市長が特に
必要がある
と認めた者

12歳未満 修学旅行
市長が特に
必要がある
と認めた者

各日付、各税額ごとに対象客数を書入れ、
各月の合計を記入してください。
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